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第９ ８回南あ わじ市議会臨 時会議事 日程 （第 ２号）

令和 ３年 １１ １２ ４日 （火）午前１ ０時間議

議案第６ ４号～議案第 ６６ 号（ ３件一括上程）

議案 第６４号　　南あ わじ市特別職の職員で常勤のも のの給与Ｔｋび旅費に関す る条
例の一部を改ｍする条例制定について

議案 第６５号　　南あ わじ市職員の給与に関する 条例の一部を改ｊＥＥする 条例常Ｉへ定に
ついて

議案 第６６そ　　南あわじ市一般職の任期付職員の採ＪＩ］八び給与の特例に関する条
例の一部を改ｉＥする条例制定について

回意 第２　６号

発委 第３号

議員派遣の申 し出

南あ わじ市・ 枡｜本市小中学校組合議会議員 の選任につき 同意を求
める こと につ いて

南あ わじ市議会議員の議員報酬‾瓦び費用弁償等 に関する 条例の一
部を改ｌＥする条例制定について



南あ わじ市議会議長 長　船　吉　博　様

総務文教常任委員長 小　島

令和 ２年 １　１１　２　０　日
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委　員　 会　審　を　報　告　書

本委員会 にイ才託の事件は、審まの枯栗下記のと おり 決定 しだから 、会議規只｜」第 １０８
条の規定によ り報告します。

記

議案 番昜 件　　　　　　　　名 結　果

議案 第６４号

議案 第６５号

議案 第６６号

南あわじ市特ＳＩ」職の職員で常勤のも のの給与‾ｋび崔費に
関す る条例の一部 を改工Ｅする 条例制定について

南あわじ市職員の給与に関する条例の一部を改ｊＥする条
例制定について

南あ わじ 市一般職の任期付職員 の探鴇‾反び給与 の特例に
関す る条例の一部 を改工Ｅする 条例制定について

原案 可決

原案 可決

原案 可決



発委第３号

南あわじ市議会議長　　長　船　　吉　博　　様

令和 ２年 １１ ｙｘ ２４日

提芭者

議会ミ営委員会委員長　　谷　 口　　 博　文

南あわじ市議会議員の議員報酬Ｘび費丿目弁償等に関する条例

の一部を改ｍする条例制定について

上記の議案を 、ラ３１」紙のと おり 地方 自治法第 １０ ９条第６ 項八び会儀規聡第 １３条

第２ 項の規定によ り提ｍします。



南あ わじ市条例第　　号

南あわじ市議会議員の議員報酬‾ｋび費篦弁償等に関する条例の一

部を改モする条例

南あ わじ市議会議員の議員報殞‾反び費篦弁償等 に関する 条Ｍ （平成１７年南あ

わじ市条例第 ３２ 号） の一部を次の よう に改モす る。

第５ 条第 ３項の表 を次のよ うに改め る。

６箇１ ５箇Ｒ社上６箇

１未満

３箇 ＪＵン、 上５箇

丿未満

３箇 天｜ 未満

１００分の２２２ ．５ １００分の１７８ １００分の１３３ ．５ １００分の６６． ７５

附則に次の１ 項を加える。

（令和２ 年１２１ に支給する期末手肖に関する特例措置）

９　 令和 ２年 １２ 大ｊ に支給する期末手肖に 関する第 ５条第３ 項の規定の適用に

ついては、回項の蓑中 「１ ００ 分の ２２ ２． ５」 とあ るの は「 １００分の２２０」と 、「 １００

分の １７ ８」 とあ るの は「 １００分 の１ ７６」と 、「 １００分の１ ３３ ．５」と ある のは 「１ ００

分の １３ ２」 と、 「１ ００ 分の ６６ ．７ ５」 とあ るの は「 １００分 の６６」 とす る。

附　則

この条例 は、 価布の日 から施行する。



南あわじ市議会議員の議員報珊ぽび費ＪＩ弁償等に関する 条例新１日対照表

現 行

（期 末手 岑Ｘ）

第５ 条　 （略）

２　 （略）

３　 期末手肖 の額 は、 期末手岑、基礎額 に、 その者の 急該基準 日以前６

箇ｙＷ、内の期間 にお ける在職期間 に応 じ、 次の表に掲げ る割合を乗

じて得た額と する。

６箇 ｙｘ ５箇ｙＷ、上６

箇１ 未満
－

３箇ｙｘ莎上５

箇Ｊｊ未満
－

３箇１未満

１００分 の２２５ １００分の１ ８０
－

１００分 の１ ３５ １００分の６７．５

４　 （略）
Ｊ

附　則

改　　 ｉＥ　　案

（期末手 售）

第５ 条　 （略）

２　 （略）

３　 期末手售の額は、 期末手急基礎額に、その者の肖該ＪＩ準 日な前６

箇ｙＷ、内の期間における在職期間に応 じ、 次の表に掲げる割合を乗

じて得た額と する。

６箇ＪＩ ５箇示次上６

箇天丿未満

３箇ｙＷ、上５

．箇１未満
－

３箇夕丿 未満

１００分の２２２．５ １００分の１ ７８ １００分の１ ３３．５ １００分の６６． ７５
－

４　 （略）

附　則

［令和２ 年１ ２Ｊ］に支給する期末手肖 に関する 特例措置）

９

備　考

「１ ００分の６６」と する。



提出のミ Ｆ４ヨ

この条例の一部改ｊＥ は、 人事院勧告に伴い、期末勤勉手售を り｜ き下げる改正
－

をする一般職‾ｋび特５１」職 と回様に、議員についても期末手亶Ｘの支給割合を改定

する ため、所要の改モを行 うも のです。

その内容は、 ６１ と１ ２１ に支給さ れる期末手燕 ２． ２５ １を どち らも ２．

２２ ５１ とし、期末手葹を年間で０ ．０ ５１ 引き 下げる改モを行う ものです。

なお、附ｍで この条例 は、 ぬ布 の日 から 施行する と定 めて おり ます。



議員 派遣 申出書

令加 ２年 １１ １２ ４日　 臨時会

次の とお り、 Ｊ七方自治悵第１ ００ 条第 １３ ＪＥａ八び会議規則第 １６ ２条の規定により

議員を派遣する。

１　 南あわじ市技能功労者表彰式典

（１）目　　 的　　 表彰式

（２）派 遣場所　　 市役所第 ２Ｓ Ｉ」館多 目的 ホール

（３）期　　 間　　 令和 ２年 ｎｌ ２３日

（４）派遣議員　　 議長、産業厚生常任委員長

２　 南あわじ市商工会優良従業員表彰式

（１）目　　 的　　 表彰式

（２）派遣場所　　 市役所第 ２ＳＩ」館多目的ホール

（３）期　　 間　　 令和 ２年 １１　１　２３　日

（４）派 遣議 員　　 議長、産業厚生常任委員長


